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予算決算委員会産業建設分科会会議記録 

（令和６年度当初予算審査） 

１．日 時 令和６年２月１６日   ９時３０分開会 

令和６年２月１６日  １６時４５分閉会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 大西基雄座長、森本富夫副座長、栗山泰三委員、堀毛宏章委員、 

渡辺拓道委員、山田潔委員 

４．欠席議員 なし 

５．参考人 なし 

６．傍聴人 なし 

７．会議に付した事件 

 議案第１９号 令和６年度丹波篠山市一般会計予算 

８．議事の経過 

開会   ９：３０ 

 

【分科会】 

大西座長  開会宣告 

大西座長  あいさつ 

 

■日程第１  議案第１９号 令和５年度丹波篠山市一般会計予算 

 

農都創造部（農業担当） 

【主な説明】 

農都整備課 予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

渡辺委員      予算説明資料 23ページ、市単独土地改良事業について、農業施

設等新設改良事業補助金の宇土地内の工事の件については生態系

に配慮した工法で考えられているようですけども、基本的に、大

雨のときには田松川の水がなかなか抜けないという問題がある中

で、今年度もいろいろと対策について考えていただいたと思うん

ですけども、それと令和 6 年度に行う事業との関連についてお伺

いしたいと思います。 

農都創造部（農業） 田松川と今回の宇土地内の関連性ですけども、まず田松川には
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農業用、生活用水として取水されるゲートが何か所かございます。

豪雨のときに田松川の水位が上がることによって、やはり内水が

溜まってしまうという状況です。今回の宇土地内の現場につきま

して、タブレットデータで平時と降雨の状況の写真をつけさせて

いただいております。やはり田の排水路は 1 番の原因ではありま

すけども、草もあったり、水路の勾配が凹凸（オウトツ）してい

る状況になっております。今回は農都のまほろば水路の穴あき型

のコンクリート製の水路になります。この水路は環境にも配慮し

た形ではありますけどもコンクリートもありますので、草も抑え

られ勾配も一定になりますので、田松川の水が引けば、現状より

も水が早く引くのではないかと考えており、地元の組織さんとも

協議をしながら、この農都のまほろば水路で御理解頂いて進めて

いきたいという協議をさせていただきました。 

渡辺委員      田松川の水位が上がると、それぞれの用水・排水路のほうに入

っていくのではないかと気になっていました。今回の工事につい

ては、田松川の内水対策について役に立つ工事なのか。それとも

通常の水の流下対策ということなのか、どちらなのでしょうか。 

農都創造部（農業） 今回の宇土地内の素掘り水路については勾配が凹凸（オウトツ）

している状況です。深いか所もあれば逆に浅いか所もあります。

今回コンクリート製の農都のまほろば水路は環境に配慮したもの

であるんですけども、それを入れることによって、水路の勾配が

一定になりますので、流下能力は今現状と比べればアップして良

くなると考えております。 

渡辺委員      通常時に順調に流れるようにするのだと思うんですけども、そ

うなると田松川の水位が上がったときには、止めなかったら逆に

入ってくることになるんですけども、その辺りのことを幾らか考

慮されているのでしょうか。 

農都創造部（農業） 内水対策として下流の杉地内に、一つ大きな転倒ゲートがあり

ます。このゲートは同じ吹土地改良区さんの管轄になりまして、

ゲートの修繕をしていただきました。このゲートはある一定の水

位になれば自動でゲートが転倒するものです。田松川の水が一定

以上の水位になれば倒れますので、今回の排水対策についても、

今まで溜まっていた時間が、この水路を整備することによって幾

分か早く流れると考えられますので、排水対策にもなると考えて

おります。 
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森本副座長     先日の新聞に、能登半島の地震によって農業用施設が甚大な被

害を受けたというような報道をされております。追加資料のため

池点検実施予定表を見ていましたら、健全、要注視とかの評価が

あります。丹波篠山市において、もしも能登半島地震と同じ程度

の大規模な地震が起きた場合、どのような被害が想定されるか。

農業用ため池によって市民の安全が脅かされるか。正確な数字は

把握できないと思いますが、担当部署として、どの程度の被害が

あるかという思いだけ聞かせていただけたらうれしいと思いま

す。 

農都創造部（農業） 丹波篠山市におきまして、ため池が約 430 ございます。兵庫県

下統一の基準になりますが、震度 4 以上になりますと、県職員も

含めて市の職員も一定の基準以上、いわゆるダム基準になってい

るため池を点検することになっており、どのような被害が起きた

か現地確認に行くことになっています。それと、耐震性につきま

して、過去に耐震性の診断をしています。ダム基準のため池につ

きましては、ある一定以上の地震規模、今言われていますのは阪

神淡路大震災クラスの地震ですけども、そういった地震でも耐え

うるであろうというような想定のもと診断をされております。ダ

ム基準以外の堤高 15メートル以下のため池につきましては、震度

5 強程度の地震という診断をしております。震度 5 強程度の地震

が起きたとき、現状、未改修の堤高 15メーター以下のため池で耐

えうる池はございません。ただ、今、兵庫県のほうが耐震性も含

め漏水対策の改修事業を進めておりますので、それによって耐震

性は確保されていくことになっています。実情は、漏水している

ため池が非常に多くございます。まずはそちらの事業を進めた後、

震度 5 強程度でも耐えうるようなため池になるように、ため池の

整備計画は持っております。現時点で耐震性を高める工事に着手

させていただいているため池もございます。ただ、今回のような

大きな地震が起きたら、かなり大きな池といいますか、整備され

てない池につきましては、非常に不安があると担当としては考え

ております。 

森本副座長     耐震化の整備が必要だと実感したんですが、それとともに大規

模な池については、地震による崩壊の被害の危険性を少しは地元

に周知していく必要があるのではないかと思います。該当する池

の自治会長さんなどには頭の片隅に入れておいてくださいという
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ような周知が必要ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

農都創造部（農業） おっしゃっていただいたとおり、何らかの形で知っていただく

ことが大事だと思っております。丹波篠山市においては、毎年、

ため池安全講習会を年 1 回しております。今は漏水には注意して

くださいということを常々お願いていますが、今後、1 番怖いの

はやはり漏水からの決壊ですので、地震が起きたときの避難であ

りますとか、日常管理において漏水を見ていただくなどをため池

安全講習会でも説明させていただきたいと考えております。 

森本副座長     ため池安全講習会が開催されているのは承知していましたけ

ど、どういう皆さん方へ案内を出されているのか。例えば私の地

区の自治会長から講習会があるという報告を聞いたこともありま

せんし、あまり認識しておられないのかと思います。ため池安全

講習会の案内をどなたに送って出席率がどれぐらいなのか、おつ

なぎ頂けますか。 

農都創造部（農業） ため池安全講習会の案内は、ため池管理者さんの方にさせてい

ただいております。出席率につきましては、新しく管理者になら

れた方の出席が比較的多いんですけども、長年、管理者としてお

勤め頂いている方についても、できたら毎年参加を頂きたいんで

すけども、どうしても出席率が悪くなっていまして、今年も総数

の 3分の 1程度の出席しかありませんでした。 

ただ、地域への防災の周知という意味では、決壊によって被害

が想定されるため池、例えば、堤高 10メートル以上のため池につ

きましては、過去、東日本大震災の以降に新たにできました農村

地域防災減災事業、これはため池を改修するのに地元負担がゼロ

の事業ですけども、それの財源を生かして地域で防災について話

し合うワークショップをしてハザードマップをつくっておりま

す。それを作成したところについては、お配りして周知をさせて

頂いております。ただ、10 メートル以下のため池については、ハ

ザードマップの作成などができていませんので、ため池安全講習

会でカバーできるように、参加の周知を徹底していきたいと思い

ます。 

栗山委員      市内に 430 か所のため池があるという説明を頂いたんですが、

これには、かつて農業用に使っていたが、今は使われてないよう

なため池も含まれているのでしょうか。 

農都創造部（農業） 厳密には令和 5 年時点で 426 のため池があります。過去に農業
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用ため池として利用していた池も含め全てのため池になります。

農業用に利用していたため池になりますので、大きな池から小さ

な池、全て入って 426 です。補足なりますけども、5 反以上の受

益のあるため池は、現在 203ございます。この 203もそうですし、

426 もそうですけども、ため池の台帳として管理者様が誰である

かということを丹波篠山市では管理しております。 

栗山委員      今の説明で聞きましたら、今は使ってなくても一応ため池とし

て把握されているのかと思います。やはり地震のときには漏水箇

所からの決壊が考えられるという説明でしたが、市のほうに要望

すれば対応していただけるのでしょうか。 

農都創造部（農業） いわゆる受益がある程度あるため池については、国の補助事業

を検討させていただきます。ただ、以前に農業で使われていて今

は使われてない小さなため池などについては、市の単独土地改良

事業補助金のほうで、80％の補助率で上限 200 万円までという事

業もございますので、漏水があれば、とにかく市のほうに教えて

いただいて御相談頂ければ、現地を確認させていただいて、その

池の状況に応じて御案内させていただきます。 

堀毛委員      予算説明資料 20ページの県営土地改良事業について、ため池等

の整備事業の 15か所、事業費合計で 1億 8,800万円について、国

庫補助は入らないのでしょうか。 

農都創造部（農業） 今御質問頂いたため池の整備につきましては、兵庫県篠山土地

改良事務所の事業になります。こちらのほうの市負担分を負担し

ていきます。その負担率はおおむね 11％、場所によっては 6％に

なります。国庫補助は入ってこない事業になります。 

堀毛委員      県営土地改良事業のため池等整備事業は主として漏水対策とい

うことを先ほどおっしゃいました。それと別に 22ページのため池

等整備事業については 33か所で 1か所当たり 7万円を予定されて

います。この 33 か所と先ほどの 15 か所は重なるところもあるの

でしょうか。 

農都創造部（農業） 15か所のため池につきましては、今、整備中のため池で改修工

事をしている途中になります。33か所のため池については、改修

後や安全なため池について、水を落としていただいたときの補助

金になりますので、改修工事中のため池には入っておらず重複は

ありません。 

渡辺委員      地震の話に関連して、住民さんにとってはリスクがあるという
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ことを理解してもらってもいいのかなと思います。市として作っ

ているザードマップは風水害、土砂災害、急傾斜地といった情報

が載っていますが、南海トラフ地震などのときにどれぐらい揺れ

るのかといったマップはありません。丹波市では地震のハザード

マップみたいなものをつくって、どこの断層が動いたらこの地区

はどれだけ揺れますというようなマップをつくられています。こ

れは農都整備課の担当ではないと思うんですけども、もし、ため

池のリスクがあるいうことになると、市全体の防災対策として、

そういうマップを通して住民さん、ため池の管理者に対しての注

意喚起について、市全体として意識持ってもらいたいと思います。

今から揺れのマップを作らなくても、もう県などが全部データを

持っていますので、どの地震ならどれぐらい揺れるのか大体、想

定してあります。そういった住民の意識も高めながら、ため池の

通常管理、防災上の管理について意識を持ってもらえたらという

意見です。 

大西座長      宇土地内の農都のまほろば水路の整備について、田松川が増水

したときに、ある一定の水量になると自動で閉まるとは言われた

んですけども、根本的な対策はできないのでしょうか。 

農都創造部（農業） 田松川は、現況の地形を利用した普通河川であると認識してお

ります。その下流の河川の管理については、県管理河川であって、

ある程度の整備がされていると考えております。田松川の改修と

いうことなれば莫大な費用になるということもあります。先ほど

も御説明させてきました一定水位になれば転倒するゲートがござ

いますので、一つは、転倒する水位を下げるという方法もありま

す。ただ、それを下げ過ぎたら、今度は農業用の取水に影響があ

ったり、生活用水に支障がでてきます。以前と比べれば自動で倒

れるということで、利便性はよくなっておりますけれども、田松

川沿岸の皆さんの御協力を頂きながら、安全な河川として管理し

ていくことが大事であると認識しております。 

大西座長      根本的な改善はちょっと難しいという理解をさせてもらいまし

たけれども、京口団地の豪雨のときのポンプアップのような形で、

緊急時には強制的に流すような設備についても難しいというお考

えなのでしょうか。 

農都創造部（農業） 京口のポンプの据付けにつきましては、下水道課の所管になる

んですけども、内水対策ということで糯ケ坪京口団地のよう雨が
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降ったときの内水の排除ということで設置をしております。ただ、

農業用施設として、そういう内水排除に係る事業自体がなかなか

難しいということありますので、下水道課や地域整備課と協議が

必要かと考えております。 

森本副座長     市単独土地改良事業について、栗栖野地内の農道舗装修繕工事

の追加資料の図面について、状況やどこが対象区間なのかご説明

をお願いします。 

農都創造部（農業） 2か年で修繕する計画としており、令和 5年度で 200メートル、

令和 6年度で 195メートル、図面の赤線の区間を計画しています。

図面の×印につきましては、農道で水が溜まっている箇所でして、

「大」と書いてある箇所は大きく水が溜まっている箇所になりま

す。次のページの写真には水深 3 センチほど溜まるような状況な

っています。 

森本副座長     担当部署が違うかもしれませんけども、宇土地内で農都のまほ

ろば水路を整備されますが、過去に農都のまほろば水路を整備さ

れた効果等について、施工担当部署としてはどういう把握をして

おられるのでしょうか。 

農都創造部（農業） 農都のまほろば水路の施行後の状況ですけども、施行前につき

ましては生物調査をさせていただいております。施行後につきま

しては、農都整備課としては植生、草等が生えたことや、安定し

た水路の状況であるという確認はしております。農都環境課と協

力しながら、事後の生物調査も今後させていただくということで

検討したいと思います。 

堀毛委員      ため池等整備事業について、今田町市原の只越池の工事につい

て、ため池の廃止ということですが、具体的にはどのような工事

をされて、工事完了後はどのような状況になるのでしょうか。 

農都創造部（農業） 具体的には、ため池の堤体を上からカットして水が溜まらない

状態にする工事になります。地域の中でため池の水の必要がなく

なってきたことと、漏水もしてきて危険であるということもあっ

て、地元と調整しながら今回の工事をするんですけども、工事後

の維持管理についても、これまでのため池管理者さんのほうで管

理していただくことになります。 
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農都政策課 

 

説明 予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

渡辺委員      全般的なことで、令和６年度にどういう取組があるのか部長に

お伺いをしたいんですけども、本当に農都政策課ではたくさんの

事業を持っていただいていて、令和 5 年度から幾らか整理される

のかと思っていたのですが、少し仕組みは変えても仕事量自身は

減っていないのかなという部分があって、業務の効率化をして、

個々の事業の効果を上げていくことを考えると、こういう箇条書

でたくさんの事業が並ぶのは余り好ましくないという思いです。

そういった課題は担当課も考えておられると思うんですけど、令

和 6 年度については、数字として上がっている以外に、事務の整

理とかについて、具体的にどのように取り組まれようとしている

のかお伺いしたいと思います。 

農都創造部（農業） 事業の具体的な整理については、令和 5 年度は特にオーガニッ

クビレッジ宣言をした直後で、職員についても、かなり専門的な

分野であり、また関係団体の県や農協にも専門職の方もいないと

いう中で大変苦労してまいりました。その中で農業者さんの力を

得まして、そういった知識や経験等を十分に聞き取って一定の整

備ができましたので、オーガニックビレッジ、有機農業につきま

しては令和 5 年度に蓄積した知見や実証結果をもって、令和 6 年

度はある程度レールに乗せられるのかなと思っております。 

農業遺産につきましても同様に令和 3 年から 3 年目ということ

になります。この取組も一定の方向がついてきましたので、大分

質的な向上もして整理もついていたので、業務量的については令

和 6年度は少し楽になるのではないかと思います。 

地域計画につきましても、全国的にも、どういった方向で進め

ていけばいいのか、国も県も地域に入って実際に農家さんと話し

合われていないという現状がありまして、基礎自治体にそれを任

されていたんですけども、本市では令和 5 年度に取り組んで全筆

調査、全農家調査して、ある程度の現況も把握したというところ

で、これも一定のレールに乗ったのかなと考えています。ですか

ら、令和 5 年度はかなり事務が広がって煩雑だったんですけれど
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も、その整理もつきつつありますので、箇条書で業務等は並んで

おりますけれども、一定の方向は出て、それをいかに着実に効率

的に進めるかといことでやっていきたいと考えています。 

渡辺委員      もう少し取り組まれてもいいのかなということで、具体的に環

境創造型農業推進事業に関して、まず農都のめぐみ米の認証につ

いて、先ほどの事務のことをもう一度お伺いしたいんですけども、

実際の認証事務は誰がするのでしょうか。 

農都創造部（農業） 認証制度の事務に関しましては、ひょうご安心ブランドという

県の取組を活用しまして確認を行い、また市独自の生き物配慮の

取組に関しては、市で設定した項目を確認するということで事務

自体は市の職員で担当して進めます。効率的に進めるためにチェ

ックの内容については県の制度を活用したり、市のほうで設定す

るものについては農業者、また実際認証を考えておられる方と検

討しながらチェック項目とかを考えて設定していこうと考えてい

ます。 

渡辺委員      私もこのような認証関係については、そういう制度ができた当

初から関わっていたんですけども、それぞれの組織に確認者を置

いて確認作業をされていまして、やっぱり書類だけでチェックし

ているだけでは認証制度そのものに対するマーケットの信頼が得

られないという部分があって、特にオーガニック関係の認証団体

とかはかなり厳しい確認作業もされている中で、認証制度自身の

価値を維持されているのが現状です。 

そういった中で、目的の一つにはマーケットにおける丹波篠山

のお米の価値を上げていこうという部分もかなり入っていると思

うので、マーケットから確認の方法が不十分という評価をされて

しまったら、もう意味をなさないんです。冒頭に事務量のことを

話させていただいたんですけども、これについては担当課内で頑

張りたいという気持ちはよく分かるんですが、実際問題どれぐら

いの事務量になるのかを十分に考えてからでなければ、後々の年

度に動かなくなると思います。そこだけは現実的な運用が本当に

できるのか、それで認証の価値がちゃんと維持されるのかも十分

考えてもらいながら、やってもらったほうがいいと思います。も

うこれは市でするということは決定なんでしょうか。 

農都創造部（農業） 一定の方向性としては先ほど申し上げましたとおり市で進めて

いくと考えております。ただ、まだまだ残された課題も出てこよ
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うかと思います。そういった中では現在、進めており、また今後

も継続を考えておりますが、この認証制度を生きたものとして使

って活用していくために、集荷事業者の方や生産者と意見交換を

十分にさせていただいて、マーケットの信頼を得ることができる

ように、また、業務量についてもきちんと整理をして取組を進め

ていきたいと考えております。 

渡辺委員      今回、めぐみ米の交付金を 1,000 円アップして 2,000 円とされ

ていますけども、この交付金についても、市もそんなに裕福では

ないので、いつまでも継続して出せないと思います。その財源と

して、ふるさと納税という寄附金を頂いてやっていることについ

ては、いつまでもズルズルとやるのではなく、寄附金を頂いたの

だからきっちりした成果が出たというようなものを寄附者に対し

て返していかないといけないので、しっかり市場からこの 2,000

円分の評価が得られて、早く交付金を出さなくてもいいような形

に持っていくことに留意をしていただきながら事業を進めていた

だきたいと思いますのでお願いします。 

農都創造部（農業） おっしゃったとおりだと思っております。まずは生産者に対す

るこの取組の認識を広めて裾野を広げる役割として、この補助制

度を設けさせていただいております。認証制度等の取組によって

農産物が世の中に出回ることで、また、生産者に対しても広くそ

の内容を理解頂きながら米生産に取り組んでいくという流れに持

っていきたいと考えております。補助金の役割がどこまでの期間

かも十分整理した上でこの取組を進めていきたいと思っておりま

す。 

栗山委員      予算説明資料 7 ページ、特産物振興事業で 1,421 万 7,000 円の

事業費が上がっております。温暖化の影響で米も黒大豆、山の芋

も収穫量が右肩下がりで減っている状態だと思います。相手が天

候ということで、なかなか対応が難しいところがあるかと思うん

ですが、右肩下がりの状況を緩めていくような取組が必要じゃな

いかと思います。その辺についての見解はどうですか。 

農都創造部（農業） 最近の天候で収穫量であったり品質についての問題を窓口でも

聞かせていただいています。このあたりにつきましては、この特

産振興事業の中で国、県とＪＡと市で組織する団体への負担金を

計上しておりまして、これが農業改良普及事業協議会という会や

丹波ブランド産品戦略会議という会で、実証実験をしているとこ
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ろになります。高温対策についても、これらの会で実証試験を市

内数か所の圃場で行っておりまして、その結果については栽培ご

よみや栽培講習会で皆さんにお知らせをしているところです。 

栗山委員      そういう協議会で取り組んで頂いているので安心しているんで

すが、やはり農家の方々に具体的に、こういうような方法がいい

とか、7月、8月の雨が少ない開花時のときには水分の計測器があ

ると思うんですけど、それを農家の皆さんに示していただいて、

このときはこういう対応するんだというような具体的な方法を明

示することも必要じゃないかと思うんですけど、いかがでしょう

か。 

農都創造部（農業） 市内には、例えば 8 月の雨の少ないときに土壌水分がどのぐら

いの数値なのかを測る土壌水分計が何か所かいておりまして、こ

れらについてはスマートフォンのアプリケーションの中で誰でも

見られるようにはなっておりますが、議員がおっしゃっていただ

いたようにスマートフォンの操作に長けていない方もいらっしゃ

るのが事実です。そういった方については主体として行っている

ＪＡを中心にサポートして誰でも簡単にたどり着けるように指導

させていただいたり、あとはＬＩＮＥで情報発信をＪＡもしてお

りますので、そういったところに登録を促したりして、皆さんの

目にとまるように頑張ってまいりたいと思います。 

森本副座長     環境創造型農業推進事業に関して、附帯決議で農都のめぐみ米

の認証制度を求めた結果を示していただけるのかと私は非常に大

きな期待をしていたんですが、ひょうご安心ブランド認証という

のは誰が取得のですか。 

農都創造部（農業） 追加資料の 6 ページに、この認証制度や流通のイメージを図化

させていただいております。取得する方といいますか、その対象

は集荷事業者の方、生産者のグループや農業経営をされる法人と

いった方々が対象ということで考えております。 

森本副座長     実は私は 10数年前に 3人のグループでひょうご安心ブランドの

申請をしましたがはっきり言って大変です。個人農家さんにグル

ープつくって取ってくださいといっても、取得される方は私は皆

無ではないかと思います。私はもっと地域を巻き込んで丹波篠山

市の独自の生産者も巻き込んだ認証制度か何かを作れないかと思

っていたので、ひょうご安心ブランドを使用することにはちょっ

とがっくりして余り言葉も出ません。例えば、兵庫らしいブラン
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ドをつくってやるならば、グループつくってもらって、市に相談

に来ていただいたら、行政が申請をして責任を持って認証します

というところまでしないと、正直言って絵に描いた餅にしかなら

ないと思います。この制度自体はもう少し考え直していただきた

いと思います。 

そして、中干しの延期と書いてありますけれども、そろそろ水

を抜いてもいいよというような発信もいまだかつて一度もありま

せん。カエルの足が出た時点まで中干しを延ばせという話があり

ますけど、田んぼによって足のでる時期が違います。ですので、

やるのであれば、例えば「皆さんお待たせしました」というよう

な中干しの時期の発信をする。それから県の慣行の 2 分の 1 とい

う基準については、いつまで変わらないんですか。実際、県の平

均なんていつのデータなのか。その 2 分の 1 って常に変わると思

うんです。令和 5年度の慣行、6年度の慣行というところまでを示

して 2 分の 1 ですよといわなければ、この認証制度は余り受けな

いというのが私の実感です。考えて頂いた皆さん方に非常に申し

訳ないですけど、令和 6 年度やってみてどんな反応があるか。安

心ブランドにどれだけの人が喜んで頑張って取っていただける

か。もし 6 年度の数が目に見えて上がらないようであれば考え直

して、もっとしっかりとした誰でも取り組める、農家さんを巻き

込めるような認証制度を考えていただきたいと思うのですが、い

かがでしょうか。 

農都創造部（農業） 貴重な御意見本当にありがとうございます。まず、安心ブラン

ドの取得に当たっては、今、考えておりますのが、安心ブランド

の認証取得のモデルとなる対象として令和 6 年度の取組を考えて

おりますのは、まずは、既にとっておられる大規模農家の方の活

用であったり、集落営農、既に学校給食等で提供させていただい

ている生産組合、それから直売所グループから少しずつ広げてい

きたいと考えております。 

また中干し時期の延期は、それぞれの農家さんによって田植の

時期なども異なりますので、なかなか一律のスタートラインは設

けにくいとは思いますけれども、生態系に配慮した、また環境に

負荷をかけないことについては、副座長からもおっしゃっていた

だきました生産者全体を巻き込み、生産者だけでなく地域に住む

方々の意識も含めて、農業分野だけでなく農村環境を大切にする
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ということも皆さんに知っていただき取り組んで頂けるような意

味合いの取組み方が必要ではないかと考えております。 

また最後におっしゃっていただきました県の慣行レベルの基準

も、時期によって変わっていくという認識を踏まえつつ、ひょう

ご安心ブランドを一つの活用方法として取り組んでいきたいと思

っております。まだまだ農都のめぐみ米の認証制度については集

荷事業者、生産者等々ときちんと内容を議論しながら詰めていき

たいと考えております。 

森本副座長     私が取得したときに農協も取得されました。農協のひょうご安

心ブランドと今回取り組むひょうご安心ブランドとの違いが消費

者、流通の方には分かってもらえないと思います。これは市長の

肝煎りの政策だけに、私はできれば丹波篠山市長がニコニコと笑

った絵で認証しましたというような市長が責任をとってもらえる

ぐらいのほうがイメージが強いと思います。 

それから、せっかく頑張ってめぐみ米のつくり方を実践してい

ただいた農家が、ひょうご安心ブランド認証の対応なんてできな

いと言われたら、交付金の 2,000円はもらえるかもしれないけど、

安心ブランドの認証を受けたプラスの何千円か対象にならないと

いうのは、それでいいのか。大型農家や生産組合はリーダーがい

て、よしやろうと言ってもらったらいいですが、地域の裾野を支

えていただいている真面目で熱心な小規模農家を支えることが農

都のめぐみ米の本来の趣旨だと思うんです。確かに課長がおっし

ゃるとおり大型農家は頑張ってやっていただいていて、認証も取

ってもらえると思いますが、それをしてもらえない方を救うのが

行政だと思いますので、意見だけ申し上げておきます。 

農都創造部（農業） 御意見頂きました小さな農家の方を支援していくにあたっては、

こうした取組の中でＪＡさんとの兼ね合いも大切だと思います。

そういったところで農都のめぐみ米の認証も進めながら、ＪＡと

もどこまで連携できるか協議・検討しながら取組を進めていきた

いと思います。ちょっとお伝えできてなかったのが安心ブランド

の認証取得に当たっては、非常に手続的なところや書類整理が難

しいという御意見も頂いておりました。そういったところで認証

取得をされる方々には市のほうからも認証取得に向けた記載方法

などのサポートも進めながら取得支援をしていきたいと考えてお

ります。 
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渡辺委員      多分、いろいろと上のほうから早くやれというようなことで今

回の認証の提案になって、いろんな議員さんから意見が出ている

のかなと思っているのですが、私は焦って決めなくていい。これ

から先ずっとこれでいくというような形にしなくていいと思って

います。多分、事務方のほうもまだ手探りだと思います。予算が

何もなかったらできないから、とりあえずこれでいいとしても、

位置づけについて、令和 6 年度については制度の実証研究の期間

ぐらいに取り組んでもらって、ダメだと思ったらすぐに制度改正

していくように取り組んでもらったほうがいいかなと思っていま

す。 

それと、有機認証というのは基本的にもう時代遅れだと思って

います。こういう有機認証は、食品の安全性とかからスタートし

てきている制度であって、それが今でもまだ続いているんですけ

れども、農村側からしたら産地づくりをするのだから、消費者サ

イドからというよりも、認証の仕組みにしても、この取組にして

も、私は今回の提案がＧＡＰ（ギャップ）認証の考え方で篠山に

合ったものをつくっていくという提案があると思っていました。

環境配慮の部分が入っているので安心安全なものをつくらないと

いけないのだけれども、環境配慮もして、持続的なものにもして

いく。さらには農家自身の働き方のことについても考えていかな

いといけないというのがＧＡＰ（ギャップ）認証です。そちらの

考え方のほうが相性がいいので、そういった考え方の提案がある

と思っていました。今回はひょうご安心ブランドと、中干しの確

認の二本立ての提案なので、もっとＧＡＰ（ギャップ）認証の中

でしっかりと篠山ならではの認証をつくられたほうがいいのかな

と思っています。これは意見です。 

渡辺委員      予算説明資料 12ページ、農地利用促進事業に関して、地域計画

の交付金について伺います。地域計画の交付金の 360 万円の積算

根拠を教えてください。 

農都創造部（農業） 地域計画につきまして 18校区で策定する予定しており、1校区

につき 2集落出てくるものとして１集落あたり 10万円で 360万円

という積算をしております。 

渡辺委員      全くその積算の根拠は分からないんですけども、この資料に書

いてある 1月末現在、97集落で人・農地プランが作ってある中で、

2集落ずつの 36ぐらいの数字とかいうレベルではないと思うんで
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すけども説明お願いします。 

農都創造部（農業） これまで人・農地プランは集落単位でつくってきて、97集落で

人・農地プランができております。この人・農地プランが令和 5

年度から地域計画ということで丹波篠山市としては小学校区単位

でこの計画づくりに取り組んでおります。校区単位の計画となり

ますので、集落の課題を深掘りした取組を行われる集落に対して、

アンケート調査や課題解決に向けた集落ごとの取組を検討頂くた

めにこの地域計画の交付金 360 万円を考えております。集落単位

で取り組まれるに当たりましては、1 小学校区につき 2 集落が調

査・検討を実施されるという想定をして 36集落で取り組まれると

いう積算をしております。 

渡辺委員      それは地域計画を策定するのにどうして必要なんですか。 

農都創造部（農業） 地域計画の策定は令和 7 年 3 月末までを一つの区切りとして計

画づくりを進めて行かなければいけないという国の方針の中で、

集落ごとの課題を把握したり、その解決に向けた取組は、なかな

か校区単位ではできないと考えております。そういった状況の中

で集落の課題をさらに深掘りして進めていただくことを目的とし

てこの交付金を考えて制度設計をさせていただきました。 

渡辺委員      校区ではなかなか難しいから集落ごとで考えて整理をしていか

ないといけないのは当たり前のことですが、それは 2 集落だけで

はなくて、校区に 10集落あったら 10集落全部に必要なことです。

直近に人・農地プランつくられている集落はいいんですけども、

先進的に作られている集落では現況も変わっているわけですか

ら、そういった集落にも必要だと思います。そして、深掘りをし

て何かできることはないかっていうことについては、別にこの交

付金でしなくてもワクワク農村の補助金で考えてもらうというふ

うにしても十分に合うので、これは何をしようと思って 10万円を

渡すのか。しかも、補助金ではなく交付金です。交付金のほうが

私はいいと思いますが、交付金なのですからもう少し目的を明確

にしないと、ちょっと具合が悪いなと思います。もう少し説明い

ただきたいのですが、なぜ全集落ではなく２集落だけで人・農地

プランの作成に資するのか説明をお願いします。 

農都創造部（農業） 人・農地プランはこの 10 年間で約 76 集落で出来まして、つく

っていく過程の中で集落の課題や対策等について皆様で話し合っ

ていただいているところです。今回の地域計画の策定においては、
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先ほど議員がおっしゃいましたとおり、最新の人・農地プランの

中身を参考にしながら策定をしてきますが、人・農地プランをつ

くっていない集落については、その土台となる集落の課題や話合

いがプランをつくっている集落と比べて出来ていない状況ですの

で、まずは地域計画に向けて地域の中でそういった課題とかをし

っかりと話し合っていただくためと考えております。既に人・農

地プランをつくった集落についても同様に 10 万円の交付金を出

していまして、今回は人・農地プランをつくっていない集落に対

して、そうした理由で交付するという計画をしています。 

渡辺委員      全く分かりません。人・農地プランをつくってない集落が 36

だけなら分かりますが、そうではありません。人・農地プランつ

くっている・いないということならば、作っていない集落は全て

取り組んでもらわないと全体の計画ができないということなら分

かるんです。しかし、2集落ずつで 36集落というのでは足りませ

ん。さらに、この予算書上がっているのは、プランまで作るので

あればいいんですが、基本的に現況調査や課題が何かを集めるこ

とであるならば、先に人・農地プランを作って 10万円の交付を受

けた集落との公平性が全くとれていません。人・農地プランの交

付金を出してきたのは現況調査をして、集落内で課題についてど

う解決していくかの話合い、さらにその上のステップとして計画

策定までして 10万円の交付という 3ステップの取り組みをしてい

たのに、今回の交付金は最初の現況調査、課題収集だけして同じ

ように 10 万円を交付しますということですから全然公平性は保

てていないので、基本的にもう少し考えてもらわないといけない

と思います。その辺りどういう積算なのかもう 1 度、分かるよう

に説明をいただければと思います。 

農都創造部（農業） これまで人・農地プランは地域主体で地域の現状を調査して集

落の計画として策定されてきました。地域計画は地域の現状の課

題を市が把握して市が策定する計画になっています。そこで、こ

れまでにプランつくっていた集落では議員がおっしゃっていただ

いたように、地域の現状を把握し、担い手をどうするかについて、

しっかりと話し合っていただいています。今、進めている地域計

画は校区ごとに取り組んでいることや、これまでから集落単位で

話し合ってくださいとかなりアプローチをしていましたけれど

も、なかなか苦戦しておりまして、プランを作れていないところ
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が残っているわけです。これは地域計画と並走しながらの話なん

ですけども、プランを作れていないところに対して、現状把握し

アンケートをとって徹底的な話し合った上で地域としてのビジョ

ンを策定する作業というのは、やはり地域計画策定後も進めてい

かなければなりません。その作業に関して地域へ交付金としてお

支払いするというものです。ですから、地域計画は市の計画とし

て校区ごとに策定していく。しかしながら、集落は集落として、

きっちり話し合って現状を把握してどういう姿にするのか。これ

は令和７年３月以降も進めていかなければなりませんので、そう

いった取組に対して 10万円を交付して、徹底的に集落内で揉んで

頂きたいということで、それが 2集落掛ける 18校区としており、

これも目標数字ですけれども、なかなか進まない中で、地域計画

を進める中で、「よし、うちの集落でもう 1回徹底的にやろう」と

いった集落に対して交付しようということです。ただし、これま

でに人・農地プランつくった集落には、申し訳ないんですが対象

とせずに、新たに徹底的に話し合うという集落に対して交付する

ということで、目標として 36集落を設定しました。 

渡辺委員      地域計画の推進の交付金ということで、これからも課題がある

から、いろいろと地域で集落単位で考えていかないといけない。

これは当然そうだと思います。基本的に地域計画をつくった上で、

こういった推進の交付金をしていのであれば分かるのですが、ど

う考えてもタイミング的に並行してやる形なので、ちょっと考え

方が違うのではと思います。もし今後、集落ごとに地域計画のも

とで各集落に頑張っていってもらわないといけないということな

らば、それはもう 1 回スタートラインを同じにしないといけない

と考えます。過去に人・農地プラン策定で 10万円を交付したから

対象にしませんということではなくて、早くに策定された集落で

も新たに課題が発生している集落も出てきているので、やはり今

後のことを考えたら、先導してもらう地域が必要です。ですので、

そこは人・農地プランの交付金については、地域計画になってそ

の事業が終わりました。そして、地域計画の推進の応援について、

また別途、これから新たにやっていきますというような整理をし

てもらったほうがいいと思うんですけども、いかがでしょうか。 

農都創造部（農業） 御意見、御提案ありがとうございます。おっしゃられる部分に

ついて改めて検討も含めまして、これまでの人農地プランの在り
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方、そして、今後の地域計画としての集落での話合いも考えなが

ら、地域に対して支援メニューを提示させていただくときまでに

検討して、地域に提案をさせていただきたいと思います。 

大西座長      担い手支援事業の集落農業守り隊応援事業について、先ほどの

説明をお聞きましたら、これは水稲と黒大豆がメインということ

ですが、やはり３戸以上で一緒にやろうという思いから考えます

と、水稲と黒大豆に限らず草刈り機とか、いろんなことにも使え

る形で考えてもらってもいいのかなと思いました。共同で頑張ろ

うと思っていただけるためには、やはり幅広く間口を広げていた

だくような使い方ができればと思いますけれども、考え方を聞か

せていただけますか。 

農都創造部（農業） この事業ついては将来の集落の担い手や集落営農への発展とい

うことで３戸が一つのグループを組む、モデル的な取組に対して

支援をさせていただこうと考えて制度設計をさせていただきまし

た。黒大豆については令和６年度に新たに加えさせていただきま

した。高額な機械への支援に着目して、水稲から始まり黒大豆の

御意見も頂きながら進めさせていただいたところです。 

草刈り機などについては、別途支援をしており、集落ぐるみの

草刈り隊の設立や、設立後の自走式草刈り機への支援をさせてい

ただいております。また必要に応じて、検討しながら拡充等をし

ていきたいと考えております。 

大西座長      引き続きになりますけれども、生産組合や集落営農組織で頑張

っていただくことが理想ですが、この事業を立ち上げたのは、や

はり個々の農業者を助けようという思いだと思います。しかし、

一人一人の農業者を支援することはできないので、3 戸以上集ま

ってくれたら支援しますよという事業だと思うので、今回は仕方

ないにしても、今後しっかりと検討していただいて、農家の皆さ

んの要望に応えていただけるようにお願いをしておきたいと思い

ます。 

森本副座長     いくつか所管してい頂いている指定管理の事業所の状況、また

指定管理料の適正化について、ご説明を頂きたいです。 

農都創造部（農業） 毎年度、モニタリングして指定管理料については実績報告とい

うことで前年度の決算書を頂いて状況のヒアリングを行い、状況

確認をしております。その中では特段、指定管理に関して内容変

更が生じるようなことは今のところを聞いておりませんので、適
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切に運営頂き、金額に関しても令和５年度と変わらずに令和６年

度も計上しております。 

森本副座長     予算説明資料 6 ページ、農業農村施設管理事業に関して、指定

管理の皆さん方は頑張って健全経営に努めていただいていると認

識してよいのか確認しておきたいと思います。 

農都創造部（農業） 今伺っているところでは、コロナ禍の数年の間、非常に経営に

苦労されました。一つは黒豆の館さんですけれども、コロナが５

類に移行してからは、集客のも戻ってきています。ただ、経営の

工夫といった点で 1 月、2 月は閑散期なので 1 日週定休日を増や

されたと聞いております。そういったことでの経費を抑えながら

経営していただいております。 

栗山委員      予算説明資料 11 ページ、土づくり支援事業補助金 79 万 2,000

円について、先ほど申し上げたんですが、右肩下がりの収穫量と

いう状況にあります。基本はやはり土づくりから始まっていくん

じゃないかと思いますので、この補助金の増額といいますか、そ

ういったことは考えられないのでしょうか。 

農都創造部（農業） 高温などの影響で、作物の収量や品質に課題が出てきている中

で、土づくりについては深く鋤き込むことなどの基本を大事にし

ていく必要があると考えております。この制度につきましては、

そういった取組を地域で面的に進めていただくという制度設計を

しており、継続していくことと、また今年度はコロナの関係で国

からたい肥などの散布に対しての支援もありましたので、そうい

ったことを活用された農家さんの状況も見ながら、この制度につ

いてしっかりと支援できるように検討していきたいと考えていま

す。 

栗山委員      たい肥については視察にも行ってきまして、たい肥の立派な施

設を見てきたんですけど、丹波篠山ではそういった施設の建設は

なかなか難しい面があるように思っておるんですが、基本は土づ

くりにあると思うんで、一般の農家さんが土づくりで十分な効果

が出るような取組が気軽にできる方法を考えるのが大事な要素じ

ゃないかと考えます。校区ごとにたい肥の施設があればいいんで

すが、今度、牛屋田中さんが新たに牛舎を建てられるので、そう

いう部分をうまく利用できないかと考えたりします。そういうと

ころと連携して、市のほうからうまく搬出できるようなシステム

づくりも計画していただいたらと考えますが、どうですか。 
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農都創造部（農業） たい肥施設に関係するような質問でしたので、畜産振興の方面

からお答えさせていただきますと、まず今回、先ほど申し上げま

した国の事業で再生協議会で実施したたい肥の支援事業があるん

ですけれども、それで大分、一般の方がたい肥をどのように注文

して散布されているのかという傾向がようやく掴めてきたところ

です。その辺りも踏まえながら検討していくことになろうかと思

うんですけれども、現状、市内で発生するたい肥は不足している

状態です。先ほど議員おっしゃっていただいた兵庫田中畜産さん

の新しい堆肥舎についても、全て使われるであろうと見込んでい

ます各地区にも、そういった基地があればということなんですが、

このあたりにつきましては、悪臭防止法とかの関係でクリアでき

たとしても、生活に影響のある施設ですので、十分に検討を重ね

まして、住民さんの理解、そしてそれを誰が運営していくのかに

ついても十分検討を重ねていきたいと考えています。今も国では

堆肥の原材料を国内生産していこうという施設に対して支援する

制度とかもありますので、そういったものを活用しまして、でき

るだけ実施される方の負担が少ない形で、よりよい堆肥が皆さん

の御手元に渡るように考えていきたいと思っています。 

栗山委員      特産物の振興が丹波篠山にとっては、なくてはならないもので

すので豆にしても米にしても食味が大事なポイントになると思い

ます。やはり消費者から信頼される食材を目指していくべきじゃ

ないかと思いますし、丹波篠山の特産物は、野菜にしてもうまい

んだという情報も聞いています。土づくりもそのようにやってい

ただいたらと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

大西座長      予算説明資料 13 ページ、農村女性組織連絡協議会へ補助金 20

万円を出されています。今はどの分野においても女性活躍の時代

ですので、もちろん農業分野においても女性に活躍していただき

たいし、そのための手厚い支援をお願いをしたいと思います。現

在どんなことをされているのか、また今後どのような取組をされ

ようとしているのか、分かっている範囲でおつなぎ頂けたらと思

います。 

農都創造部（農業） 農村女性組織連絡協議会については、交流を中心に実施をされ

たり、それぞれの課題に対して講師を呼ばれて研修会をされてい

ます。研修講師の例としては丹波農業改良普及センターの職員を

招いて作物について研修されたり、また、労働環境についての研
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修などを実施されています。 

大西座長      農業分野において、新たに耕作をされようとか、何かの分野に

特化して頑張っていこうというところにはまだ至っていないとい

うことでしょうか。それとも、もうそれぞれで取り組んで頂いて

いて、そこまでの支援をする事業はないということでしょうか。 

農都創造部（農業） 過去の具体的な取組例としては、山の芋の普及をしていこうと

いうことで、この組織に加盟していらっしゃいます女性農業者の

方がつくり方を学んで持ち帰って御自身の経営に活かせたらとい

う取り組みをされていました。また、現在では新規就農等で丹波

篠山にお越し頂いた女性農業者の方や、御主人が農業をされてい

らっしゃって奥様が農業に関心を持っておられる方などの加入の

推進など、門戸を広げていきたいと思っておられますので、そう

いった会員の拡大などにも取り組まれています。 

森本副座長     予算説明資料 9 ページ、農業遺産推進事業に関して、エコタン

ブラーについて、なかなか発想の豊かな方が起案されてＳＤＧｓ

の文章を見ていましたら農産物のごみの減量、再資源化について

おっしゃる通りだと思います。ただし、このタンブラーは 1,000

個だけ作成されるということですが、1,000 個つくるのに一体ど

れぐらいの黒豆のガラが再利用できるのか。こういう取組をされ

ることについては拍手を送りたいのですが、農家の皆さん方は 12

月に黒豆を乾燥機と脱粒機にかけて、豆ガラを軽トラックで田ん

ぼへ持っていって燃やしています。タンブラーにするような発想

力があるのならば、軽トラックに積んで田んぼへもっていく豆ガ

ラを、そのままどっかへ持っていったら一台 500 円ででも引き取

ってもらったらとても助かるんです。そういうことをちょっとお

考えいただけないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

農都創造部（農業） 1,000 個つくっても 4 アール分の残渣しか利用しませんので、

残渣をリサイクルするという意味ではほとんど意味はございませ

ん。ただ、今回はリサイクルすることが目的ではなく、リサイク

ルできることを知っていただくための啓発事業とお考え頂きたい

と思います。おっしゃるとおり本当に非常にたくさん出てくる黒

豆のガラは、肥料としてリサイクルというか、地域の中で循環し

ていくのが最も良いと思います。そのために培われてきた知識、

技術も丹波篠山には既にあって、灰屋などは堆肥製造装置です。

そういったものが伝統的に残っているところもあります。今、堆
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肥として利用する時間もお金も技術も失われつつある中で、循環

的に使っていくということが丹波篠山の特徴の一つでもあり、そ

れが現代的な形でも使えるんだというメッセージを込めて、子ど

もたちも簡単に使えるタンブラーをつくるというのが今回のアイ

デアです。これは農業部門というだけではなく、ごみの減量の部

門の事業でもあり、かつ観光や商工の部分でのメッセージにもな

り、そして環境教育、ＳＤＧｓ教育という教育部門でもあります。

一つのタンブラーをつくることで、少なくとも市役所の中でも 4

部門にとって自分事として取り組めて活用していただけるものと

なっていると思いますので、そういった新しいアイデアとして受

け止めていただけたら幸いです。 

森本副座長     新しいアイデアを非常にワクワクして聞かせていただきまし

た。そして、それ以外の残渣の活用について検討をしていただけ

るのかどうか。その辺だけ確認しておきたいです。 

農都創造部（農業） 現在、燃やしている人がほとんどの残渣については、もちろん、

これからの活用を考えていきたいと思っておりますし、燃やすこ

とについては灰屋で燃やすことは、私は悪いことだとは思ってい

ませんけれども、野焼きというカテゴリーに含められてしまって、

農業されてない方からの苦情が出てしまっているところの調整な

ども含めてどんな発信をしていくのか検討していきたいと思って

おります。 

 

 

 

農都創造部（森づくり担当） 

 

説明 森づくり課より予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

栗山委員        予算説明資料 37ページ、林業振興費の地籍調査業務委託料

で 840 万円を計上されています。たしか令和 5 年度当初予算

は 2,800 万円だったと思うんですが、減額された理由はどう

いうところにあるんでしょうか。 

農都創造部（森づくり） 令和 6 年度の業務委託の内容は地籍図の作成、閲覧という

業務になります。令和 5 年度は現地の立会い、その測量等と
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いう内容でしたので、約 2800万円の予算を計上させていただ

き、最終的には 2,255 万円で委託をしたところです。令和 6

年度につきましては、業務の内容が変わっていますので、そ

れに伴って委託料も変わってくるので 840 万円の予定となっ

ております。 

栗山委員        分かりました。そしたら令和 6 年度は現地調査の予定はな

いんでしょうか。補正予算で上がってくるんですか。 

農都創造部（森づくり） 令和 5 年度で現地調査は終わっております。その成果を図

面に落として、一筆一筆の面積を算出して、それを地権者の

方に見ていただいて確認いただく作業を令和 6 年度において

実施しますので、基本的に令和６年度の立ち会いはないもの

と考えております。 

栗山委員        地籍調査について、追入地区は、この資料では 3.56平方キ

ロで丹波篠山市の面積からいくと 100 分の 1 になるかと思い

ます。つまり 2年かけて 3.56平方キロとしましたら、最終的

にはどれぐらいの年月を予想されているのですか。 

農都創造部（森づくり） 追入地区につきましては、1 番最初の基準点設置から 4 年

をかけて 3.56平方キロを終わらせる予定としております。今

のペースで地籍調査を進めていきますと、百数十年かかるよ

うな想定になります。 

栗山委員        私が生きている間とは言いませんが、五、六十年ぐらいの

間には完成していただいたら、後世の人にとっても貴重な地

籍調査結果ができると思います。4 年かかっているというこ

とですが、人員は 2 人ぐらいでされているのでしょうか。そ

の辺の人員のことについて、外業と内業があって、不都合が

あればもう一度、現地確認というような作業まで出てくると

は思います。それを今は一組でされているものを、例えば 2

班体制とか、そういうことも徐々にできるのであれば、して

いっていただいたら、幾らかでも時間が短縮になるのかなと

考えますがどうでしょうか。 

農都創造部（森づくり） 議員がおっしゃるとおりでございます。補正予算審査のと

きにも申し上げましたように多くの地区を同時進行しようと

すれば多くの予算が必要ですし、それに加えて体制づくりも

必要になってきます。さらに業者の対応能力、あるいは航測

法を使うに当たっては、地元の方の同意とかも必要になって
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きますので、その辺も考えながら、少しでも早く進めて、進

捗率を上げる方向で事業を進めていきたいと考えています。 

渡辺委員        予算説明資料 26ページ、県有環境林利活用事業について、

長年、100 万円ぐらいまでの予算であったのが、去年と今年

も上がっているなと思って見せてもらったんですけども、ど

ういう積算をされて委託料が上がってきているのか。 

農都創造部（森づくり） 県有環境林委託料の件については、山の周辺の住宅周り、

農地周りについては地元と確認をしており草刈りの範囲は例

年と同じです。ただし、積算基準の単価労務単価などが上昇

しており、同じ条件で積算をしたんですが、令和 5 年度の予

算よりも委託料が上昇しています。 

渡辺委員        予算説明資料 31ページ、鳥獣被害防護事業に関して、獣害

柵について、基本的には金網柵の新規設置がなくなって維持

管理という形でお世話になっているんですけども、気になっ

ているのが、設置してから非常に年数の経っているところ、

特に市内でいうと 1 番古いぐらいになる曽地のあたりの獣害

柵がもう古くなって、今の状況はほぼ機能を果たしていなく

て、それぞれに網や電気柵をして、獣害柵がないのと同じよ

うな状況になっているんです。その辺りについて、現行のま

まで実施するのもちょっと課題があるなと思ったりするの

で、基本的な考え方みたいなものをお伺いしたいと思います。 

農都創造部（森づくり） 委員の御指摘のとおり、基本的に獣害柵の耐用年数が 20

年とされていまして、一番古い箇所ではそれを超えてきてお

ります。現実に設置し直すということは国の補助金等もなく

難しい状態です。曽地に住んでいる職員がおりまして、私も

気になってそういうことを確認しておりましたら、案外、ま

だ全体の機能としては果たしているということでした。補修

しないといけないところはあるんですけど、全体で駄目にな

っている状況ではありませんので、市が点検することによっ

て機能をできるだけ維持できるように早めに修繕をしたいと

考えております。 

渡辺委員        曽地の獣害柵については、修繕したらまだ効果を維持でき

ると見ているのでしょうか。もし同じ機能を維持していこう

と思ったら、いろんな知恵も出して考えていかなければいけ

ないと思いますが、現状 20年以上も経っているもしれないで
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すけども、まだ修繕で維持できるくらいの状態なのでしょう

か。 

農都創造部（森づくり） 地元の職員からは案外、維持しているということを聞いて

おります。ただ、頻繁に点検活動をしっかりされているよう

ですので、そこで破れとか傷みの修繕は行われていますので

今のところは何とか大きな侵入は防いでいると思っていま

す。もし、日々の点検活動の修繕で直せないようなときは、2

分の 1 の補助事業を使っていただきます。大規模な改修等が

必要になってきたときは本格的に古いものからどうしていく

のかという方針を立てて取り組まないと被害が広がりますの

で、そこは注視して考えていきます。 

渡辺委員        何とか維持しているということよりも、現実的に柵の内側

にどれだけ電気柵やノリ網が増えたのかが 1 番判断しやすい

です。このあたりについては最近、急速に増えてきているの

で、市としても今後、時間の経った金網柵をどうしていくか

ということは考えていってもらいたいと思います。 

農都創造部（森づくり） 令和 6 年度にも早いうちに職員の派遣をして、曽地をはじ

め設置の古いところから踏査実施していきたいと思います。 

森本副座長       予算説明資料 33ページ、林業一般管理事業の丹波篠山渓谷

の森公園の修繕費に関して、指定管理者の自己負担について

教えていただきたいと思います。 

農都創造部（森づくり） 丹波篠山渓谷の森公園は株式会社後川の郷と指定管理の契

約を結んでおります。その中で 10万円以下の修繕につきまし

ては、指定管理者で実施する、それ以上の修繕につきまして

は市で実施するという内容になっております。今回、写真を

添付しておりますとおり開園から約 20 年が経過して施設の

塗装が老朽化しておりますので、市で塗装の修繕工事を行う

計画をしております。 

森本副座長       林業一般管理事業の生産森林組合運営費補助金について、

毎年、補助金を出しておりますが、要は生産森林組合の法人

税について、実際には生産森林組合の収益がないから、それ

を市が補填をしているというような現状ではないかと思いま

す。いろんなことを見させてもらったら生産森林組合を解散

することも可能だということも聞いたりしました。私が議員

になってからずっと同じことの繰り返しをやっておられるん
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ですが、例えば全体的に解散をするというようなことを検討

されてもいいのではないかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

農都創造部（森づくり） この生産森林組合については昭和の終わり頃に国が主導し

て、山の権利移動がしやすい法人化になりました。その当時

は、山のほうにも関心があったり、それなりの山の権利の移

動もあったので、一定の効果があったわけなんですけど、最

近なかなか、山での収入がないということで、維持するだけ

が精いっぱいという現状です。そもそも国の主導であった責

任もありますから補助金をつけてきております。解散という

ことですけど、実は、ある生産森林組合が 2 年ほど前に大方

3 年ほどかかって解散されました。解散後どうなったかとい

いますと地縁全団体にその財産を移行されて今は管理されて

いると聞いております。 

現在、森林組合を事務局とする生産森林組合の協議会がござ

いますので、もし、そこでそういった話が出るとか、どうした

らいいだろうということがありましたら、市として必要な支援

というか動きをしていきたいと考えております。 

森本副座長       そういった話が出なければ、繰り返し行われるんではない

かなと思いますので、何か方向性を持って臨んで頂きたいと

思います。 

森本副座長       予算説明資料 27～30ページ、鳥獣被害対策事業について、

有害鳥獣の駆除には猟友会さんが非常に大きな役割を果たし

ていただいており感謝しておるところです。聞くところによ

ると高齢化が進んだり、ほかの要素もあるようなことも聞か

せてもらっていますが、有害駆除について、現在、市民が安

心して農業、また日常生活の安全を確保できる有害駆除が可

能な体制なのか確認をしておきたいです。 

農都創造部（森づくり） 猟友会さんから任命頂いた実施隊が現在 58名おります。御

指摘のとおり今後、高齢化や担い手不足ということは丹波篠

山市でも心配されます。ただ、若手の方の猟友会に入られる

方もいらっしゃいます。今週、実施隊の安全講習会がありま

して、その中で来年度入隊される方については、若い方が何

人も実施隊に入られると聞いております。一定の年齢を超え

られてもちょっと活動が難しい方は辞められるんですが、60
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名は維持できる状態です。支部によっては若い人が少ない支

部もあるんですが、幸いにも丹波篠山市に移住される方、農

業をされる方で狩猟に取組みたいという意欲がある方も増え

ておりますので、そういう方に獣害の被害があったときに積

極的に狩猟しませんかというような勧誘をしたり、昨年の 11

月には狩猟体験会ということで、移住される方や農業をされ

ている方、されていない方でも狩猟に関心のある方に来てい

ただいて、狩猟体験をして頂いただくイベントも開催してい

ます。そういった形で狩猟者を確保していまして、生息密度

にもよりますが、現在のところ予算に上げておる有害捕獲を

進めることができる体制になっていると考えております。 

森本副座長       少し安心をいたしました。そしたら私たちは市民の方から

獣害の御相談を頂いた場合には、集落の担当の方を通じて猟

友会さんへ出動の依頼をしてもらったら結構ですと市民の皆

さん方へお伝えをしてもよいということでよろしいでしょう

か。 

農都創造部（森づくり） そのとおりでございまして、実施隊と森づくり課のほうで

は密に連携をしています。有害捕獲期間が 3月 16日から始ま

りますが、そのように御相談いただきましたら現場に行きま

して有害捕獲を進めてまいりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

栗山委員        関連みたいなことになって申し訳ないんですが、捕獲範囲

はどうなっているのでしょうか。例えば古市の方が大芋のほ

うに行って捕獲するようなことは具合が悪いんじゃないかと

ように聞いているんです。その辺り、手伝いに行くというよ

うなことはできるのでしょうか。 

農都創造部（森づくり） 栗山議員さん御指摘のとおり、現状、古市の方が大芋に行

くというような形ではしておりません。篠山、西紀、丹南、

今田の旧町単位で各支部があります。篠山は広いので班が二

つあります。丹南・今田は人数が少ないので丹南と今田で一

つになっております。その中でそれぞれの銃猟があります。

銃猟はそれぞれの支部で自分たちのよく知る地域でしていま

す。今後、減ってきた場合等には、東と西に分けるなど有害

捕獲を止めないような体制を整えて実施していきます。今後、

必要に応じて考えていかないけないときはあるかもしれませ
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んので、そのときに対応したいと思います。 

栗山委員        予算説明資料 40 ページ、県単独補助治山事業について、

1,059 万円の工事費が計上されています。奥原山地内の山腹

が崩壊して、隣接する自治会公民館に土砂が迫っているとい

うことで、写真もついておるんですが、実際の現場を私は見

てないから分からないんですけど、この法面はもう土が流れ

てきて崩壊しているのか。あるいはその恐れがあるというこ

とで工事されようとしているのでしょうか。それよりも、も

う工事をしないで 1,000 万円もかけるのならば替わりの土地

に自治会館を移されたほうがいいのかなとも思ったんですけ

ど、その辺りのことはどうでしょうか。 

農都創造部（森づくり） この写真の手前側に落石防止フェンスが写っています。こ

のフェンスは数年前に自治会が負担されてつくられています

が、ずっと奥の方を見ていただいたらフェンスのところに土

がいっぱい溜まっています。これは昨年のゴールデンウイー

クに大雨が降ったときに、法面の上部の土が落ちてきて溜ま

っている状態で、さらに上から落ちてくると公民館のほうに

フェンスを乗り越える可能性がある状況です。この写真の手

前の箇所は、以前から風化が進んでおりましてポロポロと細

かい砂利が落ちてきております。こちらにつきましても、法

面の上部が不安定で、下がえぐれたオーバーハングになって

います。そのはみ出した土を除去して崩れないように、また

法面も風化が進んでおりますので落石を防ぐための工事を計

画をしています。 

今御提案のありました建物の移転をしたらということです

が、ちょっとそこまでは検討はしておりませんが現況の公民館

を維持をしていくために、この法面がこれ以上崩れないような

対策をとることを考えております。計上しています 1,059 万

9,000 円の 3 分の 2 が県補助、6 分の 1 が地元負担、6 分の 1

を市が負担するというところで、地元さんも地元負担につきま

して御了解頂いた上で今回御提案をさせていただいておりま

す。 

栗山委員        1 番大事なことは法面の状況だと思います。土がぽろぽろ

落ちて、それが迫ってきている状況があるので、このまま保

てる状態なのかもう危ない法面なのかは、専門家に見ていた
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だいて、この工法でいいのか。要は、自治会館が安全になる

ことが 1 番大事なので、万が一、人が生き埋めになると大変

なことになるので、私はそういう心配ばっかりしているんで

すけど、その辺りのことについて良い判断をしていただいた

らいいかと思います。 

農都創造部（森づくり） こちらの現場につきましては、崩壊直後に県の丹波農林振

興事務所の職員の方にも見ていただきました。また法面の専

門業者にも一度、現場確認をしていただいております。その

中で提案のあった簡易の吹付のり枠工ということで、アンカ

ーを打って格子状にモルタルを吹きつけをします。その間の

部分には植生用の機材を吹付けして、法面の安定を図るとい

うことで計画をしておりますので、そういう専門業者等の意

見を踏まえて今回提案をさせていただいております。 

 

 

 

観光交流部（商工観光課担当） 

 

説明 商工観光課より予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

栗山委員         予算説明資料 15ページ、観光客おもてなし事業のデカン

ショ祭り補助金について、1,300 万円を計上されておりま

すが、昨年は 1,100 万円だと思います。国際博にあわせて

イベントなどをされるのか。どのようなことで増額されて

いるのでしょうか。 

観光交流部（商工観光課） デカンショ祭り補助金につきまして、令和 5年度は 1,153

万 5,000 円と、また追加で 500 万円の補助金を御承認を頂

いたところです。令和 5 年度から高騰を続けておりますガ

ードマンの警備の費用とか花火の費用など、諸々の物価の

高騰によるものでございまして、特別なイベントというよ

りも経常的な経費によって増額をしております。 

栗山委員         予算説明資料 13ページ、観光宣伝事業について、私はち

ょっと行けなかったんですが、年末に中森さんに来ていた

だいて交流会もされました。千葉ロッテマリーンズ冠試合



 30 

を今年も開催ということで、いろんな諸経費はかかるのは

仕方がないんですが、若干、経費が上がっていますので、

内訳を聞かせてください。 

観光交流部（商工観光課） 令和 5 年度については 330 万円でした。令和 6 年度は千

葉ロッテから 440 万円の提示がありまして、税抜で 100 万

円上がっているということになります。なぜ上がったのか

と問合せましたところ、物価の高騰というような答えが返

ってまいりました。これについては丹波篠山市だけではな

く、ほかの自治体や企業等のスポンサー料も同様に一律に

値上げをされておりますので、交渉の余地はなかったとい

うことで今回 440万円で計上しております。 

渡辺委員         予算説明資料 1 ページ、歳入の財産貸付収入について、

丹波篠山市民センター貸付料の医師会事務所・光熱水費に

ついてお伺いします。市民センターの休日診療所がしばら

く閉まっている状況にあって、今どういう状況になってい

るのか。本当に事務所という形で使われているのであれば、

あれだけ広いところもなかなか大変かなと思ったりするん

ですけど、今の実態がどうなっているのか説明願えたらう

れしいんです。 

観光交流部（商工観光課） コロナ以降、休日診療所は他の病院で診ていただいてい

ますけども、医師会の事務所については引き続き、目的外

使用ではありますけども許可願が出ていまして、その申請

に基づいて許可をしている状況です。この使用料も頂いて

いるんですけども、大変申し訳ございませんが、今の詳し

い状況についてはこちらも把握をしかねているところで

す。状況については聞き取って把握をしておきたいと思い

ます。 

渡辺委員         本当にあそこは分かりやすい場所で休日診療所として一

定の役割を果たしてきたわけですけども、これから先、市

内のお医者さんの状況を見る中で、前の体制に戻せるのか

ちょっと課題もあるのかなという部分もあります。年額で

30万円ほどの貸付料が入ってきているわけなので、このあ

たりについても医師会と話をして、市民センターの中でも

そこそこ広い場所なのかなと思いますので、今後、間違い

なくあそこで同じような形で活用していくということなら
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構わないのですが、ちょっと状況を確認してもらって、今

後のことについて担当課と医師会のほうとも 1 回話しても

らえたらうれしいなと思います。 

観光交流部（商工観光課） 以前は、再開するというお話を聞いていましたので、そ

のつもりでこちらも言いましたけれども、詳細を医師会と

詰めていきたいと考えております。 

森本副座長        施政方針には休日診療所としてにしき記念病院にお世話

になるというような記述もありますが、いかがでしょうか。 

観光交流部（商工観光課） 確かに、市政執行方針には、休日診療に関しましてにし

き記念病院さんのほうにお世話になるというようなことで

明記されていますけれども、私どもとしては、医師会事務

局の事務所としてお貸しをしています。渡辺委員のほうか

らありましたように、今後、休日診療の可能性と、また医

師会の事務局としての在り方とか、いろんな形で総合的に

一度、御確認をさせていただきまして、皆様方にまたお返

しをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

堀毛委員         予算説明資料 4 ページ、国際交流推進事業費について、

ウィーン 13 区との姉妹都市提携を行うということで取り

組んでおられるわけですが、今回は、それに関する予算が

ないようです。コロナが影響していることだと思うんです

けれども、今後の見通しはどうでしょうか。 

観光交流部（商工観光課） ウィーン 13区については、丹波の森協会が主体となりま

して、やりとりをしているわけなんですけども、市の締結

の窓口としましては企画総務部で行うこととなっておりま

す。状況を聞いていましたら、ウィーン 13区の区長が、昨

年、代わられたということで、その方針について、少し固

まるまで待っている状態と伺っておりまして、今後の時期

的なものについても未定という状況です。 

堀毛委員         ということは前区長と違って、積極的じゃなくなる可能

性が出てきたという捉え方ですか。 

観光交流部（商工観光課） 積極的ではないとか、この話が止めになるという話では

ないようですので、また決まりましたら話が進むんではな

いかなと思っております。 

堀毛委員         予算説明資料 15 ページ、観光客おもてなし事業につい
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て、まず修繕料で既設観光看板等 20万円が上がっておりま

す。これは多分、観光協会のそばに新しく観光看板を出さ

れるものだと推測しますけれども、いわゆるメーンストリ

ートの看板ですので、それにふさわしい看板にしていただ

きたいと思うんですが、具体的な内容は固まっていますか。 

観光交流部（商工観光課） 今おっしゃっていただいたのは、以前に御提案を頂いた

看板のことだと思うんですけれども、それに関しましては

令和５年度に設置する予定にしておりまして、3 月末まで

に完成の予定で進めております。内容は、以前に御提案を

頂きましたとおり、トイレの位置が分かりやすいように、

それとメーンストリートには、三の丸駐車場から数えます

と３枚ほどの大きな看板がございます。それらと統一感を

持たせるため、同じデザイナーにお願いをしています。素

材につきましても堀毛委員のほうから御提案も頂いたんで

すけれども、今、レンタサイクルのピットのところにあっ

て、なかなか見づらくなっております看板を再利用して移

設をしたいと思います。盤面は劣化した部分がありました

ので、盤面だけはやりかえて設置するというような考え方

で進めております。 

観光交流部（商工観光課） この修繕料の既設観光看板等につきましては、どこのと

いうことが決まったものではなくて、地域の方々や観光施

設の看板が破損したとか、劣化して倒れそうだとかといっ

た要望があるときに、すぐに対処できるように計上してい

るものですので御理解頂きますようお願いいたします。 

堀毛委員         分かりました。 

同じく予算説明資料 15 ページの警備業務委託料 579 万

2,000 円は 10 月のいわゆる二階町通りの通行規制に伴う警

備委託料と理解してよろしいんでしょうか。 

観光交流部（商工観光課） そのとおりでございます。12月の議会で一般質問もござ

いましたように、10月の二階町通りは大変混雑をいたしま

すので、足立議員から御提案のありました交通渋滞対策会

議の第 1 回目を 2 月 8 日に開かせていただいて、地元自治

会の皆様、バス会社、また篠山警察等に入っていただいて、

いろいろな御意見を頂いているところです。昨年は 10月の

第 1 週と第 2 週の土・日・祝日に通行規制を行いましたけ
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ども、今年については、それをさらに拡大するといったよ

うな意見も地元の方から頂いているところでございまし

て、10 月の交通渋滞対策の経費として計上をしておりま

す。 

堀毛委員         令和 6年 10月の土、日、祝日は 9日間だと思います。そ

の費用に充てるとなると 1日当たり 60万円を超え、かなり

の高額な警備料になるんですが、積算根拠はどのようにさ

れていますか。 

観光交流部（商工観光課） この警備業務委託料については、10月の期間について、

城下町では週末だけでなく平日にも大手口のところに常

時、警備員を配置しています。また、週末は城下町だけで

はなく、古市の 372 号線と 176 号線が合流するところも生

活道路に観光客の車が入るということで、そちらのほうに

も週末に警備員を配置しております。その辺りの警備員も

含めた金額になっております。令和 5 年度で言いますと、

週末に城下町で配置をさせていただいたのが 13名、平日で

したら 3 名を常時配置しております。また古市においても

週末は 3 名でした。また、インターチェンジ等にも週末に

3 名を配置しておりましたので、その辺りも、今回の予算

要求に含めた金額になっております。 

森本副座長        予算説明資料 6 ページ、労働諸費に関して、篠山技能高

等学院について、過去の何十年の経緯もあることは十分承

知をしておりますが、以前は一般市民も受け入れておられ

たけど、この頃は受入れされないというようなことも聞か

せていただいています。また、左官業の方の大会があった

ときに、参加者はほとんど市外の方だったりしています。

毎年、補助金を払って施設の維持管理をしてきていますが、

現在の実態について、担当部署で把握をされている状況、

そして今後の在り方について、おつなぎを頂きたいと思い

ます。 

観光交流部（商工観光課） まず、技能高等学院のコースについて、建築課として 5

コースと左官科の合計 6コースとなっております。 

市民の方の受入れというお話もあったんですけども、コ

ースとしましては市民も市外も含めて受け入れをしてい

ますが、実態を聞きますと、やはり市内の方が少なく、市
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外の方が多いということもお聞きをしました。昨年の総会

で学院長も交代をされまして、先日も学院長や役員さんと

お話をさせていただいたんですけども、開かれた学院とい

いますか、専門的なコースだけではなくて、例えば、鉢植

えの講習を行っていただくとか、学院を知ってもらう努力

もしないといけないとおっしゃっておられましたので、今

後、こちらもお話合いに入らせていただいて、今までと違

う学院の運営の在り方を相談していきたいと考えており

ます。 

観光交流部（商工観光課） 事務員の方が長いキャリアを積んでおられまして、過去

のいきさつなどいろいろ知っていただいております。現在

の課題も十分に把握をしていただいておりまして、私ども

幹部の皆様方とお話をさせていただきました。ちょっと細

かい話になるんですが、この建築コースに関しましては、

有資格者が受講しないと国・県の補助対象事業にならない

ということがありまして、なかなか一般の方々に裾野を広

げていくことができないという悩みをおっしゃっておられ

ました。我々としましても、裾野を広げていかないといけ

ないのではないのかという話をしまして、今回の予算には

ちょっと間に合っていないんですけれども、今後、一般の

市民の皆様方が興味、希望がある場合は、技能学校等学院、

また我々の責務としても伝統技術の継承という意味合いで

支援をしていく必要性があると認識しています。 

森本副座長        予算説明資料 9 ページ、商工振興費、住宅リフォーム助

成金について、毎年、本当に人気があって大工さんやリフ

ォーム会社さんがこれを当てにして営業されたりしていま

す。件数的に十分なのか。もっと枠を広げるべきではない

かと思ったりするのですが、いかがでしょうか。 

観光交流部（商工観光課） 担当課としては、もっと枠を広げたいということで予算

要求の段階では件数を広げて要求をしております。といい

ますのは、去年も今年も落ちたと言われる方もいらっしゃ

います。そういった方々にもこれを活用していただきたい

と考えて、広げたいとは思っていたんですけども、予算の

都合でこのようなところに落ちついたところです。何年も

続けて抽せんに外れている方については、少し配慮も必要
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ではないかなと考えておりまして、3 年間、落選を続けて

いる方が数名いらっしゃるということもありますので、そ

ういった方については、優先的に活用頂くなどの配慮が必

要かなと考えております。内容について検討してまいりた

いと思っております。 

森本副座長        予算説明資料 11ページ、観光客誘致促進事業について、

サイクリングイベントに関係して、レンタサイクルについ

て入替えをしてから経過しており、一部の自転車で不具合

があるというようなことも聞かせてもらったこともあるん

ですけども、現在のレンタサイクルの状況について、おつ

なぎを頂けたらうれしいと思います。 

観光交流部（商工観光課） レンタサイクル事業につきましては、観光協会が行う事

業に補助を行うという形で市としては支援をしておりま

す。自転車については令和 2 年度にコロナ交付金を活用し

まして、電動と電動でない自転車も含めて全て更新をして

おりますので、今は安全に乗っていただいていると考えて

おります。 

森本副座長        予算説明資料 17ページ、観光施設整備事業について、王

地山公園ささやま荘（休館中）の活用を目指すということ

をお伺いをしておりますが、一部の議員にはもう解体せよ

という意見もある中、令和 6 年度の進め方、最終的な判断

をいつ頃するかということについて確認をしておきたいと

思います。 

観光交流部（商工観光課） この件につきましては、市長の施政方針の課題の中にも

盛り込んでおりまして、私どもの聞こえてくる範囲の中で

は、ルートインホテルの状況が令和 6 年度には動きそうだ

というようなことでお聞きをしております。市長も昨日申

し上げたと思うんですけれどもその動向を踏まえまして、

私どもも即座にささやま荘の利活用に関しまして事業者募

集等々を始めさせていただきたいと思っております。これ

もまた市長が申したことでございますけれども、どうして

も活用に至らない場合につきましては、解体も含めて議論

をしていきたいと考えております。 

栗山委員         予算説明資料 15ページ、修繕料の既設観光看板等につい

て、先ほどちょっと話題になったのですが、地元の方から
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西町の入り口の信号のところに看板というか、「ようこそ丹

波篠山」というような市の石碑があると思うんです。とこ

ろが、一方通行になっていて、そこへ入れないので、うま

く合ってないなという地元の人の声があるんです。うまく

良い方法があればいいかなと思っておるんですけど、地元

の人はちょっと困ったというような思いもあるようです。

かつて、あそこは道路幅員を増やすのでセットバックしな

さいということで、わざわざ離れて家を建てられたんです

が、ところが、途中でやらないというような話に急に変わ

って、そしたらバックした分だけなんやということになっ

て、そういう過程もあってのことなんですけど、そういう

よう意味で、看板が何かうまく活用できたらと思うんです

けど、ちょっと知恵を絞ってほしいなと思ったところです。 

観光交流部（商工観光課） 今のお話に関してはもう全く本当に思いもしなかったよ

うなことで、よく私も見て通るんですけれども意識をして

なかったというか、そういったお声があるんだなというの

を初めてお聞きしましたので、一度、持ち帰りまして検討

させていただきたいと思います。 

 

（後刻、追加説明） 

観光交流部（商工観光課） 質疑の中で、市民センターの休日診療所の今後について

というお話がございましたけども、今後の休日診療につい

て、市民センターではやらないということではなく、まだ

未定であるということでした。令和 6 年度も市民センター

での休日診療所は休診しますが、にしき記念病院に担って

いただきます。あそこの場所を今後も医師会で使っていた

だくかどうかについては、毎年度、医師会の意向を確認し

ながらやっていきたいと考えております。 

渡辺委員         実際に毎日、事務局の職員さんがいらっしゃるような状

況なんでしょうか。 

観光交流部（商工観光課） 事務局に事務員さんはいらっしゃいまして、事務所とし

てはお使いであるという状況です。 
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観光交流部（丹波篠山国際博担当） 

 

説明 予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

渡辺委員       丹波篠山国際博について、多くの観光客の方に来ていただく

機会というような説明をされたんですけども、まずもってどれ

ぐらいの規模のものをしようとされているのか。何人ほどの入

り込み人数があるならうれしいんですけども、観光動態調査で

年間 240 万人というような数字を出されていましたが、６年度

のプレでもいいですし、できたら本番の年に 240 万人の 2 倍ぐ

らいとかの想定をされて動かれているのかと思いますが、ぜひ

とも規模感を最初に示していただきたいです。 

観光交流部（国際博） ロゴマークを記者クラブで発表させていただいた際に、実行

委員会の委員長から 300 万人を目指すという発表をされまし

た。240 万人は観光動態調査の人数でして、独自で出している

観光客の入り込み者数は令和 4 年度で 180 万人になります。で

すから 1.7 倍を目指していきたいというふうには考えておりま

す。実行委員長が申し上げたことは我々全体の考え方と認識し

ておりますので、そちらを目指して取り組んでいきたいと思っ

ております。ただし、時間の分散と地域の分散も一つ大きな目

標にしておりまして、秋はオーバーツーリズムになるので秋以

外にいかに観光客を呼んでくるか、そういったことも考えなが

ら事業計画、イベントを考えていきたいというのが現状です。 

渡辺委員       実行委員会の会長がおっしゃった数字で、市のほうも準備し

ていくという理解をさせていただきました。まず公式ガイドブ

ックについては、どういうものを前年である令和 6 年度に作る

のでしょうか。事業年度の令和 7 年度の分を 6 年度に作るのか

と思ったんですけども、6 年度には販売収益も上がっています。

何種類作るのか、入り込みの数字とあわせて、どれぐらいの冊

数を用意していこうとされているのか説明願えますか。 

観光交流部（国際博） ガイドブックは 2 種類つくろうと思っています。1 種類が日

本語版を 2,000 冊、外国版を 1,000 冊です。もう 1 種類は簡易

版ということで、日本語版も英語版も 1 万冊ずつ作ろうと思っ

ています。これは石川県が出しているガイドブックですけども、
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こういったようなのを日本語版 2,000 冊と外国版 1,000 冊つく

らせていただいて販売しようと思っています。作成の出来上が

りは秋を目途に考えております。それは大阪・関西万博に来ら

れる方は半年前から旅行の計画を立てられるということなの

で、特に販売するガイドブックもそうですし、簡易版は、秋に

完成させて、空港などに置いて令和 7 年度に来ていただけるよ

うに計画をしております。 

渡辺委員       今、例を挙げられている石川県の資料は、多分去年の県文化

祭のガイドブックかと思います。内容もいろんな会場でこうい

うことをやってますみたいな形をずっとテーマ通して作られて

いるので、それはいいかと思うんですけども、今の説明を聞く

と 1.7 倍という数字とちょっと整合が合わないと思ったりしま

す。実際、観光客で来てもらうということと、国際博として用

意したメニューに参加してその期間、観光客が全体的に増える

ってこととは、分けて考えておられるのでしょうか。 

観光交流部（国際博） 分けて考えてはいません。あわせて考えております。 

渡辺委員       足らずに増刷ということになるかもしれないんですけども、

石川県の例を出してもらったので少しイメージが分かりまし

た。 

次に、バスの実証実験について、プレで走らせたいのは分か

るんですけども、運行委託料が両方合わせて 600 万円以上かか

ります。幾らか乗車料を頂くとしても 600 万円かけて乗車料金

が両方合わせて 100 万円も回収できないという部分について、

もう実証実験からこういう数字でスタートされると、本番のと

きには、走らせれば走らせるほど費用がかかってしまうのでは

ないか。本当にたくさん来てもらって、それに対応するために

交通対策をするにしたがって市の持ち出しが増えてものすごい

ことになるのではないかと大変心配をしています。どういう実

証実験をされようとしていて、本番については、ほぼトントン

でもいいので採算が合うような形のものにつながるものなの

か。その辺りを説明願えたらうれしいです。 

観光交流部（国際博） 実証実験ですので本番に向けていろんな取組をしようと思っ

ています。特に京都からの直行バスについては 17 日間運行しよ

うと考えています。予約をとって走らせるのか、それとも決ま

った時間に出発する形で走らせるかという 2 パターンの実証実
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験をさせていただこうと思っています。京都駅から出発させて

いただきますが、ただ単に出発させるだけではなかなか分かっ

ていただけないので、今回ファムトリップということで、ホテ

ルのコンシェルジュの方に丹波篠山の魅力を知っていただい

て、特に外国の方はホテルに泊まられた際には、コンシェルジ

ュの方に「時間があるんだけどどこか案内してもらえないです

か」と聞かれることが多いそうですので、コンシェルジュの方

にしっかりと情報をお伝えして、発車する時間とかをお伝えい

ただく方法、または先に予約制度をつくってする 2 パターンを

実証実験でさせていただいた上で、令和 7 年度はどの方法が 1

番いいのかを分かった上で、バスを走らせようと考えています。 

観光交流部（国際博） 市内の循環バスについて、現在の内容を説明させていただき

ます。大体、乗車率を 50％程度で計算しています。従いまして

現状の値段設定だと仮に 100％乗ったとしても赤字ということ

になります。ただ、市内広域循環バスについては丹波篠山国際

博、あるいは丹波篠山市のこれからというところでいきますと、

従来からお話が出ているように、観光のお客さんは大概、城下

町だけにお越しになって丹波篠山の楽しさが分かったような気

がしてお帰りになってしまう。やはり、丹波篠山の五つのエリ

アにそれぞれの祭事があり、歴史文化があり取組があります。

そういったエリアを広域周遊して、知っていただいて、城下町

だけではなく、こんなに良いところもあるんだ、また来たい。

あるいは長期滞在、宿泊もして、今度はゆっくり行きたい。こ

ういったお客様を増やしていくために、ぜひこの広域循環バス

をプレ事業等で実施して、もちろん本番はそれぞれのプログラ

ムに応じて、いろいろコースも組替えながら運行したいと思っ

ております。 

もちろん、議員御指摘のとおりできるだけ採算をプラスマイ

ナスゼロに持っていくのが一義だとは思いますけれども、丹波

篠山を知っていただく。そして、それぞれエリアに広域周遊し

ていただく、あるいは城下町から分散していただく。それがま

た地域の消費につながるというところも含めて、ぜひ今回の実

証をする中で、運行の本数であるとか、あるいは、おっしゃる

とおり採算性のバランスを考えた乗車料金の設定とか、この辺

は実験をしながら最適なところを考えていければと思っており
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ます。 

渡辺委員       一応、市民の方も国際博をするのは知っていいただいている

ので、一時的には市の中心部だけでなく、いろんなところを知

ってもらう機会にというところで、その部分はある程度、投資

的なものもあるという理解はしてもらえるかと思うんですけ

ど、やはり、委託費が 100 としたら、乗ってもらう人から 7 割、

8 割ぐらいは取ってもらわないと、7 割 8 割を持ち出しという

のは、ちょっと理解が得にくいと思います。これについては一

般質問を出しているんですけども、ほかの財源を活用して実証

実験をされるのかと思ったら、結局、地域振興基金という貯金

を崩して観光客の運賃を下げましょうということになっていて

いるので、これについてはよっぽど理解が得られるような実証

実験にしてもらって、実証実験をやったからそれと同じような

形でやるということではなく、万博をすることがありきではく、

それでさらに貯金を崩して市民に迷惑をかけながらするという

ことになるならば、やり方を変えるぐらいの気持ちを持ってや

ってもらわないと、多分、実行委員会は財源のことについては、

そこまで考えてはおられないと思います。だから、そこは財源

を預かっている担当として、責任を持って、実行委員会にやっ

てくださいということだったら、もっと財源を探しに行くとい

うくらいはしてもらわないと、今のままではちょっと具合が悪

いなと思います。最後は意見みたいなことですけども、また本

会議場でやらせてもらいます。 

観光交流部（国際博） 財源につきましては、今回の実行委員会の中でも市の予算に

も限りがあるので、僕たちが協賛とかを声かけて取ってこうと

いうような意気込みのある実行委員会の方ばかりなので、今回、

官公庁の補助金とかをまだ取りにはいけていないんですが、今

後、観光庁の補助とか、国際博に関係する事業がすばらしい事

業だということを分かっていただけるような企業の方に協賛を

していただけるように、私たちもいろんな仕組みを考えながら

動いていきます。なかなか行政だけではできませんので、いろ

んな方に御協力頂きながら動きつつありますので、市の財源だ

けを使って国際博をするということではないと思っていただけ

ればと思いますのでよろしくお願いします。 

栗山委員       この国際博が今後、将来にわたって入り込み数の増加につな
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がって、それから企業からの支援金なんかも使ってできたら成

功じゃないかと思います。それが 5 年後あるいは 10 年後に還

ってきてもいいかなと思います。いきなインバウンドが急に来

るわけでもありませんので、今回は下地というか種まきという

ことかと思います。今までバスを出して京都から来てもらうと

いうことは誰も想像もつかないことですが、この国際博のおか

げで今回できるわけです。費用はできるだけ抑えたいけどある

面は仕方がないと思います。例えば京都からのバスの出発時間

はどのように考えておられるのでしょうか。 

観光交流部（国際博） 京都からの出発時間ですけれども、イメージ的には京都のホ

テルのチェックアウトの時間、朝の 9 時頃、その前後を狙って

京都の主要ホテル、あるいは富裕層が泊っているデラックスな

ホテルや、インバウンドが多いホテルを幾つかピックアップし

て、その宿泊客の滞在期間に丹波篠山に足を伸ばしていただき

たいと考えています。朝 9 時ぐらいにホテルを出発すれば、直

行でしたら 10 時過ぎには丹波篠山にはお越し頂けますので、丹

波篠山の様々な五つのエリアをお楽しみ頂いて夕刻に京都に戻

っていくようなコースで一旦は検討をしております。 

栗山委員       ホテルの利用客は 1 番いい狙いだと思うんですけど、ホテル

の支配人や関係者に営業といいますか、丹波篠山に行ったら面

白いというような情報をしっかりと伝えていただきたいと思い

ます。 

それから、京都から丹波篠山にバスが着いてからは、どのよ

うに動かれるのか。そのプランはどのようになりますか。 

観光交流部（国際博） 御指摘頂いた営業というのは本当に大事だと思います。ぜひ、

ホテルの支配人あるいは京都のキーマンに丹波篠山をまず見て

いただいて、これだけ近いところに、京都に匹敵するすばらし

い魅力があることを知っていただいて、口コミをしっかりして

いただいて、バスに乗っていただくというシナリオをしっかり

つくって、先ほど渡辺議員から御指摘頂いたように乗車率を上

げ、しっかりと投資はすれども費用対効果を出していくという

ことにつなげていければと思います。 

また、丹波篠山市内に入ってからのバス運行については、た

だいま丹波篠山国際博の実行委員会さんのほうで、令和 6 年度

のプレ事業というのを自薦、他薦含めて春夏秋冬のなかで出て
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きておりますので、プレ事業に取り組んで頂ける事業のところ

を中心に日程調整もしながら、できるだけそこをお訪ね頂いて、

城下町だけではなく、広域の丹波篠山の魅力を知っていただい

てお帰り頂くというようなことで、日によってはコースを変え

ていくような運行で考えております。 

山田委員       関連の質問で、バスの運行委託料について、市内と京都直行

バスは何日分なの説明がなかったのでお願いします。 

観光交流部（国際博） 両方とも 17 日間で設定しております。 

山田委員       運賃収入と比べるために質問したんですが、実証実験ですか

ら料金のほうも変化をすると思うんです。令和 7 年の本番のと

きの運賃の構想というのも計画の中で本決まりでなくても、幾

らぐらいを想定されているのか、現時点で分かっておればお答

えください。 

観光交流部（国際博） 令和 6 年度は京都から丹波篠山は 1 人 2,000 円の乗車料、ま

た市内から市内広域周遊は 1 人 500 円という運賃設定をしてお

ります。本番については、令和 6 年の実際の乗車率等を鑑みな

がら、料金については改めて考えさせていただければと思いま

す。 

なお、令和 6 年度のバスの運行ですけれども、京都からの先

ほどの金額については、17 日間、1 日 1 往復という形で考えて

おります。市内の広域周遊については、同じ 17 日間ですけれど

も、4 回で、朝の 9 時、11 時、13 時、15 時といった形で、例え

ば篠山口駅を出発して市内をぐるっと回っていく感じで費用の

計算をしているところです。したがって、丹波篠山を１日かけ

てお楽しみ頂く方も半日お楽しみ頂く方もいろんな楽しみ方が

できるのではないかと思っております。 

山田委員       バスの運賃収入見込み 100 万円については、実証実験といえ

どもバランス的には委託料 600 万円のほうがはるかに高いと思

います。一方で公式ガイドブックの収入見込みは 300 万円にな

るんです。ガイドブックの作成委託料は 459 万 6,000 円です。

何が言いたいかというと、ガイドブック関係は作成委託料だけ

では済まないかも分かりませんけど、収入見込みと接近するの

に、バスのほうは非常にアンバランスです。観光事業の場合は

仕方がないという見方なのかも分かりませんけども、やっぱり

市民に説明するのに、その辺の数字的なアンバランスというの
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はよっぽど説明しないと、お金の使い方というのは非常に市民

の方も敏感ですから、非常に気になりました。実行委員会でも

数字のことは常に気にしていただくようにお願いします。 

観光交流部（国際博） 御指摘についてしっかり受け止めていきたいと思います。ち

ょうど今は観光庁の地域観光新発見事業という補助金の交付が

されていますし、この後、それ以外のものも出てくるような話

も聞いております。今後、観光庁や国土交通省等から出てくる

交通関係の補助事業等をしっかりとチェックをして、できるだ

けこういったものをうまく活用して、議員の皆様から御指摘を

頂いている投資と費用対効果のアンバランスの穴をできるだけ

埋めるように努めてまいります。 

大西座長       バスの運行で観光客を呼び込もうとされております。いろい

ろ問題点はあろうかと思いますけども、よく問題になるのは 10

月はオーバーツーリズムと言われて、たくさんの観光客が来ら

れます。駐車場、トイレ、食事の問題、それから宿泊の問題等

があると思うんですけど、その辺はどう考えておられますか。

ものすごい人が来られたら対応できますか。その辺りについて、

どう考えておられるのかちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。 

観光交流部（国際博） おっしゃったようにどうしても城下町に観光客が集まりがち

になりますので、国際博については、地域の特徴を活かしたエ

リア別でやっていこうと思っています。例えば西紀のほうでは

自然とキャンプのエリアというような名前をつけて、そちらの

魅力を発信させていただく。例えば今田のほうに行ってもいろ

んな魅力ありますので、きちんとした情報を提供することで分

散するのではないかと思っています。次にお食事の問題なんで

すけども、実行委員会のほうでもいろいろ話はしているんです

が、キッチンカーとかを西紀のほうに持っていったりとかして

食事を楽しんで頂けるような仕組みとか、ちょっと分散化して

魅力を楽しんで頂けるような仕組みをつくっていきたいと思っ

ています。 

大西座長       もちろん分散してということは分かるんですが、やはり丹波

篠山に来られる方は城下町をメインに来られます。他所も見に

行かれるかも分かりませんけど、やっぱりお城や城下町を見た

いと私は思うんです。その辺りの対策もしっかりと考えていた
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だいて、たくさんの観光客の方に来ていただいて、満足して帰

っていただく丹波篠山国際博になればと思っておりますので、

部長の意気込みをひとつよろしくお願いします。 

観光交流部（国際博） 先ほどからいろいろと御指摘あるいはアドバイス頂きまして

本当にありがとうございます。確かに座長がおっしゃるとおり、

秋の城下町には非常に多くの方がいらっしゃいます。私もちょ

っと冒頭に言わせていただいたと思いますけれども、我々は秋

以外に力を入れて観光客を呼んでこようと思っております。座

長がおっしゃるように食べるところが少ない、トイレが整備さ

れているか、泊まるところはどうか、「はい、対応しますよ」と、

そんなことは言えませんので、やはりその時期を外すような手

法を実行委員会の中で考えていきます。そして 1 年を通して楽

しんで頂けるような国際博にしていきたいと思いますので、ま

た御助言頂けたらというふうに思います。 

森本副座長      国際博に関して特別なことはしてもらわなくてもいい。地域

の祭礼とか地域のいろんなことを見ていただく、それを楽しん

で頂くというのでいいというような市長の話です。私も何かさ

れるらしいなというくらいの認識です。だから、例えば草山地

区では春日おどり、私の地域では一宮神社の祭礼とかがありま

すが、責任総代からは何もそんな話もない。この間、聞いたら

何の話もないと言っていました。実行委員会に集まってくだっ

た方は熱心で良いかもしれませんけど、地域の主なイベントと

か行事に関わる人へ声掛けをしないと行けないと思います。そ

れでこそオール丹波篠山のイベントになるのではないか。その

ためにはお声掛けをして参画をしてもらうということが大事で

はないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

観光交流部（国際博） 今、何かしますとか、お手伝いさせていただきますと言って

くださっている団体が 183 いらっしゃいまして、その方の聞き

取り調査をきちんとさせていただいて、どういうことをしてい

ただくのか取り組んでいるところです。この前には丹波新聞の

1 年分をリスト化しました。それを一度、見させていただいて、

私たちの中でもここが抜けているというか、知らない大事な祭

礼とかイベントがあるかと思うので、入っていただけたらとい

うようなお願いをこれからはさせていただいて、今は 183 団体

ですが、これからは 200、300 に増やしていけるように取り組
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んでいきたいと思っています。 

森本副座長      イベントもそうですし、地域にも私は参画をしていただいて

こそ国際博という大アドバルーンが上げられるんではないか。

市内全域でやるべきだと思っていますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

それともう一つ、シェアモビリティという事業委託で 259 万

円が上がっています。商工観光課のグリーンスローモビリティ

的のようなものだと思うんですが、シェアモビリティについて

御説明をお願いしたいと思います。 

観光交流部（国際博） シェアモビリティについて、この城下町周辺はシェアサイク

ルがありますけども、東部のほうにはないので、例えば村雲か

ら福住のほうに行きたいなと思っても歩いていくのにはちょっ

と遠いので、自転車を 12 台購入しようと思っております。雲部

と村雲と福住に 4 台ずつ自転車を配置して周っていただけるた

めの交通手段にしていただければと思っています。 

観光交流部（国際博） 補足ですけれども、東部六地区協議会が城東・多紀地区にご

ざいまして、そちらの協議会がサイクリングに非常に力を入れ

ておられまして、サイクリングマップを作っておられます。そ

ういったところで、以前からのマップはつくってあったのです

が、自転車がないということも聞かせていただいたので、今回

を機に自転車を導入させていただいて、地域でポイントを見つ

けていただいて、そういうコースを周っていただくような取組

をしていただきたいということで、東部の多紀・城東地区で、

そういったモビリティ実験をしようと考えているのがこのシェ

アモビリティ事業委託料でございます。 

森本副座長      自転車ということは初めて理解できました。商工観光課のグ

リーンスローモビリティについてどのような運用をしているの

かお尋ねしたら、土日は運行しているけれど、そのほかは神姫

バスの営業所で休んでいるということでした。年間通じて借り

ているのでうまく使っていただいたらと思います。商工観光担

当とも協議もしやすいと思いますので、渡辺委員からもありま

したが、市民のお金を使って開催する国際博ですので、できる

だけ効率よくしていただきますようお願いをしたいと思いま

す。 

観光交流部（国際博） 貴重な御意見ありがとうございます。私も以前担当しており
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まして、グリーンスローモビリティは土日しか運行しておらず、

そのあとは車庫にあるようなことでございます。これについて

は城下町地区だけでなく今田や福住とかにも走らせたらどうか

ということも考えておりましたので、同じ観光交流部なので相

談しながら考えていきたいと思います。活用してこその財産に

なっておりますので、そういったところも気にしながら取り組

んでいきたいと思います。 

大西座長       シェアモビリティの自転車 12 台で 259 万 3,000 円かかるん

ですけど、これはどんな電動自転車ですか。そんなに高いもの

かと思ってちょっとびっくりしたんですが。 

観光交流部（国際博） 御指摘のとおり電動アシスト付自転車を 12 台と、そのうち 3

台ぐらいお子様が乗れるようなシートをつけてご用意しようと

思っています。それと、今回はいわゆるシェアサイクルのアプ

リを導入しようと思っておりまして、そのシステム利用料も入

っています。これを導入すると 24 時間いつでも予約、決済がで

きて、管理する人が要らなくなります。貸出、返却を全てシス

テムで行いますので、運用費を抑えることができます。できる

だけ効率よい仕組みで自転車を導入して、今はやりのサイクル

ツーリズムで自然環境にも配慮した中で、丹波篠山をめぐって

いただくということが定着していければと考えております。 

 

 

 

農業委員会事務局 

 

説明 予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

大西座長     任期満了で委員の皆さんは交代されるということですが、新たな

委員さんの男女の割合は分かっておられるのか、もし分かればおつ

なぎ頂きたいと思います。 

農業委員会事務局 先般、農業委員さんと推進委員さんの選考委員会を開催頂きまし

て、その中で候補者になられております女性が農業委員さん 19名中

3名です。推進委員さんが 19名中 1名で、合計で 4名の女性の委員

さんが候補者になられています。 
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森本副座長    予算説明資料 4 ページ、農業委員会関係費に関して、前年度にタ

ブレット端末を 7 台導入していただいていますが、地域計画の策定

などに有効活用はされているのでしょうか。 

農業委員会事務局 国のシステムの開発の遅れもありまして、目標地図の作成をタブ

レットで作成ができないことにはなりましたが、それぞれ地域で活

動していただく中でタブレットを持参頂きまして、現地確認等お世

話になっています。 

栗山委員     地域計画について、農業委員会さんで目標地図を作成されるとい

うことですが、これは農業委員さんと推進委員さんが合同でされる

のでしょうか。作成の仕方はどのようにされるのでしょうか。 

農業委員会事務局 地域計画に関しましては、もちろんその地域の会議に農業委員さ

ん、推進委員さんに入っていただきまして、現在の地域の課題など

の共通理解をしていただいているところです。具体的な目標地図の

作成につきましては、農都政策課のほうで利用意向調査をもとにし

て、たたき台を地域にお示しする。加えてその地域の現状を踏まえ

た形で目標地図を農道政策課のほうで作成するとことになっており

ます。 

栗山委員     そうしましたら農都政策課が主体的にされると思うんですけど、

農業委員会さんにもお手伝い願うというような理解でよろしいんで

しょうか。 

農業委員会事務局 地域計画の策定に当たりましては農業委員さん、推進委員さん、

それぞれが各校区の会議に出席を頂いておりますので、計画が策定

されるまで、きちっと地元に入っていただきながら計画策定に向け

て取り組んでいただけると思っております。 

渡辺委員     改選になって委員さんの最初の研修とかをされると思います。そ

のための手引きや手帳など資料関係の予算はどこに組んであるのか

教えてもらいますか。 

農業委員会事務局 農業委員さん、推進委員さんが活動をしていただくに当たって必

要な書籍等につきましては農業委員会事務局費の消耗品費の中に含

めさせていただいております。 

森本副座長    農業委員の皆さんの報酬は全国一律ではないのですが、何か決め

方があるのでしょうか。丹波篠山市の農業委員さんは十分な費用弁

償を頂いてもらっているのか教えて頂ければと思います。 

農業委員会事務局 農業委員さん、推進委員さんの報酬につきましては、丹波篠山市

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の中で
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定められておりまして、会長が月額 4 万 7,500 円。会長職務代理者

が 3 万 8,500 円、農業委員が 3 万 5,000 円、農地利用最適化推進委

員さんが 3万円となっております。 

こちらにつきましては、それぞれの自治体で決定していくことに

なっておりまして、県下の報酬の状況を見させていただきましても、

決して低いわけではなく、それなりの水準にあるという認識をさせ

ていただいております。 

 

 

16：45 散会 

 

 


